
第７８回京都市都市計画審議会を次のとおり開催します。 

  令和５年３月１３日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 日  時 

令和５年３月２９日（水）午後２時～ 

２ 場  所 

ホテルルビノ京都堀川 みやこの間 

  （京都市上京区東堀川通下長者町下る３‐７） 

３ 議事事項 

⑴  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）公園の変更について（京都市決定） 

（２・２・１１７号 松賀茂公園） 

⑵  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）公園の変更について（京都市決定） 

（３・３・１５０号 深草西浦南公園） 

⑶  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）用途地域の変更について 

（京都市決定） 

⑷  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度地区の変更について 

（京都市決定） 

⑸  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）防火地域及び準防火地域の 

変更について（京都市決定） 

⑹  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区の決定について 

（京都市決定）（外環状線等沿道特別用途地区） 

⑺  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区の決定について 

（京都市決定）（産業集積特別工業地区） 

⑻  京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特定用途誘導地区の決定について 

（京都市決定）（らくなん進都鴨川以北地区） 

 

 

 

 



４ 会議の傍聴 

 ⑴ 傍聴定員 

   １０人 

 ⑵ 傍聴手続 

   傍聴の受付は、当日の午後１時３０分から午後１時４５分まで会場受付で行い、傍

聴希望者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を決定します。 

 ⑶ その他 

京都市都市計画審議会運営要綱第２条第１項に基づき、審議会が公開すべきでない

と認める場合は、当日非公開となることがあります。 

５ 問合せ先 

  都市計画局都市企画部都市計画課 電話 ０７５－２２２－３５０５ 

（都市計画局都市企画部都市計画課） 


